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悠遊苑入所利用約款（介護保健施設サービス）  

（約款の目的）  

第 1条  介護老人保 健 施設  悠遊苑（ 以下「 当施設」という。）は、要介護状態と認 定された利

用者（以下単に「 利 用者」という。）に 対し、介護保険法 令 の趣旨に従って、利 用者が

その有する能力に 応 じ自立した目常生 活 を営むことができ る ようにするととも に 利用

者の居宅における 生 活への復帰を目指 し た介護保健施設サ ー ビスを提供し、一方 利用者

及び利用者の身元 引 受人は、当施設に対 し、そのサービスに 対する料金を支払 う ことに

ついて取り決める こ とを、本約款の目 的 とします。  

 

（適用期間）  

第２条  本約款は、利用者が介護老人 保 健施設入所利用同 意 書を当施設に提出 し たときから効

力を有します 。但し 、利用者の身 元引受 人に変更があった 場 合は、新たな 身 元引 受人の

同意を得ることと し ます。  

２．利用者は 、前項に 定める事項の他 、本 約款、別紙１ 及 び別 紙２の改定が行な わ れない

限り、初回利 用時の同 意書提出をも って 、繰 り返し当施設を利 用 することができる も

のとします。  

 

（身元引受人）  

第３条  利用者は 、次の各号の要件を 満 たす身元引受人を 立 てます。但し 、利用 者が身元引受

人を立てることが で きない相当の理由 が ある場合を除きま す 。  

  ①  行為能力 者（民法第２ ０条第１ 項に定める行為能 力 者をいいます 。以下 同じ。）であ

ること  

  ②  弁済をす る 資力を有すること  

  ２ . 身元 引受人 は、利用者が本約款 上当施設に対して 負 担する 、一切の債務 を極度額  １

００万円の範囲内 で 、利用者と連帯し て 支払う責任を負い ま す。  

  ３ . 身元 引受人 は、前項の責任の ほ か、次の各号の責 任 を負います。  

  ①  利用者が 疾 病等により医療機 関 に入院する場合、入 院手続きが円滑に 進 行す るように

協力すること。  

  ②  入所利用 が 解除若しくは終了 し た場合の残置物の 引 き取り等の処置、又 は利用者が死

亡した場合の遺体 の 引き取りをするこ と 。但し、遺 体の引き 取りについて 、身元 引受

人と別に祭祀主宰 者 がいる場合、当施設 は祭祀主宰者に引 き 取っていただくこ と がで

きます。  

  ４ . 身元 引受人 が第１項各号の要 件 を満たさない場合、又は当施設、当施設 の職員若しく

は他の入所者等に 対 して、窃盗 、暴行 、暴言、誹謗 中傷その 他の背信行為又は 反 社会
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的行為を行った場 合 、当施設は身元引受 人に対し、相当期間 内にその身元引受 人 に代

わる新たな身元引 受 人を立てることを 求 めることができま す 。但し、第１項但書 の場

合はこの限りでは あ りません。  

  ５ . 身元 引受人 の請求があったと き は、当施設は身元引 受人に対し、当施設 に対する利用

料金の未払い、これ に対する 賠償すべ き 損害の有無並びに こ れらの残額及び支 払 期 日

が到来しているも の の額に関する情報 を 提供します。  

     

（利用者からの解 除 ）  

第４条  利用者は 、当施設に対し 、退所 の意思表明をする こ とにより、本 約款に 基づく入所利

用を解除すること が できます。  

  ２ . 身元 引受人 も前項と同様に入 所 利用を解除するこ と ができます。但し、利 用者の利益

に反する場合は、 こ の限りではありま せ ん。  

 

（当施設からの解 除 及び入院又は入所 に よる終了）  

第５条  当施設は 、利用者及び 身元引 受 人に対し、次 に掲げ る場合には、本約款 に基づく入所

利用を解除するこ と ができます。  

①利用者が要介護 認 定において自立又 は 要支援と認定され た 場合  

②当施設において 定 期的に実施される 入 所継続検討会議（ 担 当者会議）におい て、退所し

て居宅において生 活 ができると判断さ れ た場合  

③利用者の病状 、心身 状態等が著しく悪 化 し、当施設で の適切な 介護保健 施設サー ビ スの

提供を超えると判 断 された場合  

④利用者及び身元 引 受人が、本約 款に定め る利用料金を２か 月 以上滞納し、その支払 を督

促したにもかかわ ら ず１０日間以内に 支 払われない場合  

⑤利用者及びその 家 族や親族等 が、当 施 設の職員又は他の 入 所者等に対して、窃 盗、暴行

、暴言、誹謗中傷そ の 他 のハラスメント 行 為により、利用継 続 が困難となる 程度 の 背信行

為又は反社会的行 為 を行った場合  

⑥第３条第４項の 規 定に基づき、当施設 が 新たな身元引受人 を 立てることを求め た にもか

かわらず、新たな 身 元引受人を立てな い 場合。但し、利用者 が 新たな身元引受人 を 立てる

ことができない相 当 の理由がある場合 を 除く。  

⑦天災、災害 、施設・設備の故障その他 や むを得ない理由に よ り、当施設を利 用さ せるこ

とができない場合  

２ .利用者が病院に 入 院又は 他の施設に 入 所した場合、本約 款 に基づく入所利用 は 終了し

ます。  
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（利用料金）  

第６条  利用 者及び身 元引受人は、連帯 し て、当施設に対し 、 本約款に基づく介 護 保健施設サ

ービスの対価とし て 、別紙１の利用単 位 ごとの料金をもと に 計算された月ごと の 合計金

額及び利用者が個 別 に利用したサービ ス の提供に伴い必要 と なる額の合計額を 支 払う義

務があります。  

２ .当施設は、利用 者 及び 身元引受人又 は 利用者若しくは身 元 引受人が指定する 者 に対し

前月料金の合計額 の 請求書及び明細書 を、毎月１０ 日頃に送 付 し、利用者及 び 身元引 受

人は、連帯して、当 施 設に対し、当該合 計 額を その月の末日 ま でに支払うものと し ます

。なお、支払いの 方 法は別途話し合い の 上、双方合意した 方 法によります 。  

３ .当施設は、利用 者 又は 身元引受人か ら 、１項に定める利 用 料金の支払いを受 け たとき

は、利用者、身元引 受 人又は利用者若し く は身元引受人の指 定 する者 に対して、領 収書

を所定の方法によ り 交付 します。尚、銀 行 振込の場合は振込 領 収書をもって 代え さ せて

いただきます。  

 

（記録）  

第７条  当施 設は、利 用者の介護保健施 設 サービスの提供に 関 する記録を作成し 、 その記録 の

完結日から 5年間は 保 管します。  

２ .当施設は、利用 者 が前項の記録の閲 覧 、謄写を求めた と き は、原則として、 必 要な実

費を徴収のうえ、 こ れに応じます。  

３ .当施設は、身元 引 受人が第１項の記 録 の閲覧、謄写を求 め たときは、閲覧、 謄 写を必

要とする事情を確 認 して当施設が必要 と 認める場合に限り、必 要な実費を徴収の う えこ

れに応じます。但 し、利用者が身元引受 人 に対する閲覧、謄 写 に反対する意思を 表 示し

た場合その他の利 用 者の利益に反する お それがあると当施 設 が認める場合は 、閲覧 、謄

写に応じないこと が できます。  

 

（身体の拘束等）  

第８条  当施設は 、原則として利用者 に 対し身体拘束を行 な いません。但 し、自 傷他害の恐れ

がある等緊急やむ を 得ない場合は、施設 長が判断し、身体拘 束その他利用者の 行 動を制

限する行 為 を 行 う こ と が あ り ま す 。 こ の 場 合 に は 、 当 施 設 の 医 師 が そ の 様 態 及 び 時 間 、

その際の利用者の 心 身の状況、緊急やむ を得なかった理由 を 診療録に記載する こ ととし

ます。  

 

（秘密の保持及び 個 人情報の保護 ）  

第９条  当施設と そ の職員は、当法人の 個人情報保護方針 に 基づき 業務上知り 得 た利用者 、身
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元引受人又は利用 者 若しくは身元引受 人 の親族 に関する個 人 情報の利用目的を 別 紙 ２

の通り定め、適切に 取り扱います 。また 、正当な理由 なく第 三者に漏らしませ ん 。但し

、例外として次の各 号については、法令 上、介護関係事業者 が行うべき義務と し て明記

されていることか ら 情報提供を行うこ と とします。  

①  サービス提供困難 時 の事業者間の連絡 、 紹介等  

②  居宅介護支援事業 所 （地域包括支援セ ン ター〔介護予防支 援 事業所〕）等との 連 携  

③  利用者が偽りその 他 不正な行為によっ て 保険給付を受けて い る場合等の市町村 へ の  

通知  

④  利用者に病状の急 変 が生じた場合等の 主 治の医師への連絡 等  

⑤  生命・身体の保護 の ため必要な場合（ 災 害時において安否 確 認情報を行政に提 供 する

場合等）  

   

２ .前項に掲げる事 項 は、利用終了後も 同 様の取扱いとしま す 。  

 

（緊急時の対応）  

第１０条  当施設 は 、利用者に対し、 施 設医師の医学的判 断 により診察が必要 と 認める場合 、

協力医療機関又は 協 力歯科医療機関で の 診療を依頼するこ と があります。  

２ .当施設は、利用 者 に対し、当施設に お ける介護保健施設 サ ービスでの対応が 困 難 な状

態、又は専門的な 医 学的対応が必要と 判 断した場合、他の 専 門的機関を紹介し ま す。  

３ .前２項のほか、 入 所利用中に利用者 の 心身の状態が急変 し た場合、当施設は 利 用者 、

利用者の身元引受 人 又は利用者若しく は 身元引受人が指定 し た者に対し、緊急に 連 絡し

ます。  

 

（事故発生時の対 応 ）  

第１１条  サービ ス 提供等により事故 が 発生した場合、当施 設は、利用者に対し 必要な措置を

行います。  

２ .施設医師の医学 的 判断により、専門 的 な医学的対応が必 要 と判断した場合、 協 力医療

機関、協力歯科医 療 機関、又は他の専 門 的機関での診療を 依 頼します。  

３ .前２項のほか、 当 施設は利用者 の身 元 引受人又は利用者 若 しくは身元引受人 が 指定す

る者及び保険者の 指 定する 行政機関に 対 して速やかに連絡 し ます。  
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（要望又は苦情等 の 申出）  

第１２条  利用者、身元引受人又は利 用 者の親族は、当施設 の提供する介護保 健 施設サービス

に対しての要望又 は 苦情等について 、担 当支援相談員等・市 町村窓口・新潟県国 民健

康保険団体連合会 に 申し出ることがで き 、又は、備 え付けの 用紙、管理者 宛の文 書で

所定の場所に設置 す る「ニコニコボッ ク ス」に投函して申 し 出ることができま す 。  

【公的機関の相談 ・ 苦情窓口】  

長岡市役所  介護 保 険課  

〒 940‐ 8501 長岡 市 大手通 1丁目 4番地 10 

TEL 0258 (35) 1122 

新潟県国民健康保 険 団体連合会  介護 サ ービス相談室  

〒 950‐ 8560 新潟市中央区新光町4-1 新潟県自治会館本館 3階  

TEL 025 (285) 3022 

受付  午前 9時～午 後 5時 (土・日・祝日 及 び 12/29～ 1/3を除 く ) 

 

（賠償責任）  

第１３条  介護保 健 施設サービスの提 供 に伴って当施設の 責 に帰すベき事由に よ って、利用者

が損害を被った場 合 、当施設は利用者 に 対して、損害を賠 償 するものとします 。  

２ .利用者の責に帰 す べき事由によっ て 、 当施設が損害を被 っ た場合、利用者及 び 身元

引受人は連帯して 、 当施設に対してそ の 損害を賠償するも の とします。  

 

（利用契約に定め の ない事項）  

第１４条  この約 款 に定められていな い 事項は、介護保険 法 令その他諸法令に 定 めるところ  

により、利用者又 は 身元引受人と当施 設 が誠意をもって協 議 し定めることとし ま す ｡ 

 

 

（令和３年４月 1日 ）  

 


